
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報

配信日 令和４年３月２９日

「高額な美容関連のトラブル」
～体験のつもりが強引な勧誘～

〈 内 容 〉
５カ月前、大学生で未成年の娘が、親の知らない間に高額な脱毛エステティックサービス(以下、
エステ)のクレジット契約をしていた。友人の紹介で無料のカウンセリングに行ったところ、全身
脱毛を勧められて契約したという。３年間通い放題コースの方が効果が高いと勧誘され、返済期間
３年のクレジットを組んだようだ。支払総額は９０万円と高額。最近、クレジット会社から書面が
届き、娘に問いただしたところ発覚した。契約は、私も夫も承諾していないので解約させたい。
（５０代、女性）

★ 消費生活センターからのアドバイス
●全国の消費生活センターなどには、エステや美容医療サービス（以下、美容医療）にかかわるト
ラブルの相談が多く寄せられています。

●体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な勧誘で高額な契約をさせられたなどの
トラブルが若者に多く見られます。「お試し・無料」「キレイになれる」「友達もしている」など
の甘い言葉に惑わされず、支払い能力も考えて本当に必要な契約なのか慎重に検討してくださ
い。

●エステや一部の美容医療の契約は、契約期間が１カ月を超え、金額が５万円を超える場合、契約
書面交付日から８日間以内であればクーリングオフ（無条件契約解除）ができます。

●トラブルにならないため次の点に注意しましょう。
①事前に複数の事業者から十分に情報を集め、比較、検討する。
②広告をうのみにせず、契約前に施術内容や料金、期間、途中でやめた場合の精算方法、購入が
必要な商品があるかなどを確認する。
③長期のコースは、途中でやめたくなったり事情が変わり利用できなくなったりすることがある
ので、高額な契約を安易にクレジットで締結しない。
４月から成年年齢が 18 歳に引き下げられることから、特に１８、１９歳の皆さんに気を付け
てほしい消費者トラブルです。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各

市町相談窓口」にご相談ください。

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を

除く）

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！）

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所

（０９５－８２９－１２３４）           （０９２０－５２－８３２２）

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター

（０９５６－２２－２５９１）           （０９２０－４８－１１３５）

島原市消費生活センター             五島市消費生活センター

（０９５７－６２－９１００）           （０９５９－７２－６１４４）

諫早市消費生活センター              西海市消費生活センター

（０９５７－２２－３１１３）           （０９５９－３７－０１４５）  

大村市消費生活センター               雲仙市消費生活センター

（０９５７―５２―９９９９）           （０９５７―３８－７８３０）

平戸市消費生活センター            南島原市消費生活センター

（０９５０―２２―９１２２）          （０９５７－８２－３０１０）

松浦市消費生活センター

    （０９５６－７２－１８６１）       ※ 各町にも相談窓口があります

警戒情報


